
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
五
号 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
七
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
五
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等 

第
一 
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準 

第
一 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
11
に
規
定
す
る
基
準 

五 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
10
に
規
定
す
る
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

六 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
基
準 

六 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
基
準 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

⑷ 

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
４
の
基
準 

（
新
設
） 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

常
勤
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
数
が
四
以

上
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

⑴
の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

ハ 

二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
を
届
け
出
て
い
る
こ
と
。 

 

ニ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
又

は
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
指

定
訪
問
看
護
に
つ
い
て
、
及
び
精
神
障
害
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
重

点
的
な
支
援
を
要
す
る
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
い
て
相
当

な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

ホ 

退
院
時
の
共
同
指
導
及
び
主
治
医
の
指
示
に
係
る
保
険
医
療
機
関

と
の
連
携
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

ヘ 

地
域
の
保
険
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
住
民
等

に
対
す
る
研
修
及
び
相
談
へ
の
対
応
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
携
に

つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

(

削
る) 
(4) 
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
１
の
基
準 

 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
う
ち
、
同
一
建
物
居
住
者

（
当
該
者
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
他
の
者
に
対
し
て
当
該
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
同
一
日
に
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
の
当

該
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
が
占
め
る
割
合
が
七
割



 

未
満
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者

及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者
に
対
す

る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
を
算
定
す
る
利
用
者
の
う
ち
、

Ｇ
Ａ
Ｆ
尺
度
に
よ
る
判
定
が
四
十
以
下
の
利
用
者
の
数
が
月
に
五

人
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

（
削
る
） 

(5) 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
２
の
基
準 

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
う
ち
、
同
一
建
物
居
住
者

で
あ
る
も
の
が
占
め
る
割
合
が
七
割
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
割

合
が
七
割
未
満
で
あ
っ
て
⑷
の
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
。 

⑸
～
⑼ 

（
略
） 

⑹
～
⑽ 

（
略
） 

⑽ 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
14
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
医
療
情
報

連
携
加
算
の
基
準 

（
新
設
） 

イ 

在
宅
で
の
療
養
を
行
っ
て
い
る
利
用
者
で
あ
っ
て
通
院
が
困
難
な

も
の
の
診
療
情
報
等
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
用
い
て
常
時

確
認
で
き
る
体
制
を
有
し
、
関
係
機
関
と
平
時
か
ら
の
連
携
体
制
を

構
築
し
て
い
る
こ
と
。 

 

ロ 

診
療
情
報
等
を
活
用
し
た
上
で
指
定
訪
問
看
護
の
実
施
に
関
す
る

計
画
的
な
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

 

ハ 

イ
に
規
定
す
る
連
携
体
制
を
構
築
し
て
い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
見

や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。 

 

ニ 

ハ
の
掲
示
事
項
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲

載
し
て
い
る
こ
と
。 

 

七 

包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
の
基
準 

 

（
新
設
） 

⑴ 

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に

 



 

規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福
祉
法
（
昭
和

三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有

料
老
人
ホ
ー
ム
等
の
集
合
住
宅
等
（
以
下
「
高
齢
者
向
け
住
ま
い
等
」

と
い
う
。
）
に
併
設
又
は
隣
接
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る

こ
と
。 

⑵ 
届
出
時
に
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
併
設
又
は
隣
接
す
る
高
齢

者
向
け
住
ま
い
等
の
建
物
で
あ
っ
て
、
包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
を
算

定
す
る
利
用
者
が
居
住
す
る
建
物
を
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
き

一
か
所
指
定
し
、
そ
の
建
物
を
単
位
と
し
て
二
十
四
時
間
体
制
で
計
画

的
又
は
随
時
の
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑶ 

看
護
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
を
算
定
す
る

利
用
者
及
び
単
一
建
物
に
居
住
す
る
他
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
訪
問
看

護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二

十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
七
号
）
別
表
の
区
分
番
号
０
１
か
ら
区

分
番
号
０
３
ま
で
及
び
区
分
番
号
０
５
か
ら
区
分
番
号
０
８
ま
で
を
算

定
す
る
利
用
者
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
算
定
要
件
を
満
た
す
訪
問
看

護
を
実
施
す
る
に
十
分
な
配
置
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑷ 

包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
の
１
の
ハ
又
は
ニ
、
２
の
ハ
又
は
ニ
及
び

３
の
ハ
又
は
ニ
を
算
定
す
る
利
用
者
に
対
し
て
は
、
当
該
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
夜
間
帯
（
午
後
六
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で
を

い
う
。
）
の
対
応
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
一
名
以
上
（
た
だ

し
、
当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
当
該
利
用
者
の
数
の
合

計
が
三
十
一
以
上
八
十
以
下
の
場
合
は
二
以
上
、
八
十
一
以
上
の
場
合

は
五
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上
）
、

当
該
建
物
に
お
い
て
、
計
画
的
な
指
定
訪
問
看
護
を
実
施
し
て
い
る
又

は
随
時
の
指
定
訪
問
看
護
に
対
応
で
き
る
状
況
で
勤
務
し
て
い
る
こ
と

。 

 

⑸ 

医
療
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
に
関
す
る
組
織
的
な
取
組
を
行
っ
て

い
る
こ
と
。 

 

⑹ 

合
同
の
研
修
及
び
事
例
検
討
会
等
の
地
域
の
保
険
医
療
機
関
又
は
訪

 



 

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ

と
。 

⑺ 

厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
す
る
調
査
に
適
切
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
。 

 

⑻ 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
記
録
を
電
子
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑼ 

看
護
職
員
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
八 

（
略
） 

七 

（
略
） 

九 

訪
問
看
護
遠
隔
診
療
補
助
料
の
基
準 

（
新
設
） 

情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
診
療
の
補
助
を
行
う
体

制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

十 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
基
準 

八 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
基
準 

⑴ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅰ) 

⑴ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅰ) 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
勤
務
す
る
職
員
（
以
下
「
対

象
職
員
」
と
い
う
。
）
が
い
る
こ
と
。 

イ 

主
と
し
て
医
療
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
対
象
職
員
」
と
い

う
。
）
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

⑵ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅱ) 

⑵ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅱ) 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅰ)
に
よ
り
算
定
す
る
見
込

み
の
金
額
が
、
対
象
職
員
の
適
切
な
賃
金
改
善
に
必
要
な
額
に
当

該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
数
に
占
め
る
医
療
保
険

制
度
の
給
付
の
対
象
と
な
る
訪
問
看
護
を
受
け
た
者
の
割
合
を
乗

じ
た
数
の
百
分
の
五
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
(Ⅰ)
に
よ
り
算
定
す
る
見
込

み
の
金
額
が
、
対
象
職
員
の
給
与
総
額
に
当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
数
に
占
め
る
医
療
保
険
制
度
の
給
付
の
対
象

と
な
る
訪
問
看
護
を
受
け
た
者
の
割
合
を
乗
じ
た
数
の
一
分
二
厘

未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ハ
～
ホ 

（
略
） 

ハ
～
ホ 

（
略
） 

⑶ 

訪
問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
注
３
、
注
７
及
び
注
８
に
規

定
す
る
基
準 

 
 

（
新
設
） 

継
続
的
に
賃
上
げ
を
行
っ
て
い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
こ
と
。 

 

第
二 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者
等 

第
二 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者
等 



 

一
～
十
一 

（
略
） 

一
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
の
注
１
、
注
５
及
び
注
６
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

（
新
設
） 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

⑴ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

 
⑵ 
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 
 

⑶ 
特
別
訪
問
看
護
指
示
書
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
者 

 

第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
四 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 

第
四 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
15
た
だ
し
書
及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基

本
療
養
費
の
注
12
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
所
定
額
を
算
定
で
き
る
場
合 

二 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
14
た
だ
し
書
及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基

本
療
養
費
の
注
11
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
所
定
額
を
算
定
で
き
る
場
合 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

⑴
～
⑶ 

（
略
） 

三 

包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
の
１
の
ニ
、
２
の
ニ
及
び
３
の
ニ
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 

（
新
設
） 

第
二
の
十
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
、
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
緊
急
時
に
お
い
て
即
時
に
適
切
な
指
定
訪
問
看
護
が
実

施
で
き
る
体
制
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
指
定

訪
問
看
護
を
実
施
し
、
包
括
型
訪
問
看
護
療
養
費
を
算
定
す
る
利
用
者
全

員
に
お
け
る
訪
問
看
護
の
実
施
時
間
の
一
日
当
た
り
の
平
均
が
百
二
十
分

以
上
で
あ
る
場
合 

 

第
五 

経
過
措
置 

第
五 

経
過
措
置 

（
削
る
） 

一 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理

療
養
費
１
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の
(1)

の
ト
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
削
る
） 

二 
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、

当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
令
和
六

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の
(4)
の
基
準
に
該
当
す

る
も
の
と
み
な
す
。 

（
削
る
） 

三 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、



 

当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
令
和
七

年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の
(10)
の
ニ
の
基
準
に

該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

一 

令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、

当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
令
和
八

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の
(10)
の
ニ
の
基
準
に
該

当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
新
設
） 

二 

令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、

当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
令
和
九

年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
七
の
(6)
の
基
準
に
該
当

す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
新
設
） 

 


